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「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づく特定事業

主行動計画の平成２９年度実施状況を公表いたします。 

 

１ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の内容・目標            ・ 

 

【目標１－１】 

 

  ●平成２９年度実績値・・・対象者なし 

 

 

【目標１－２】 

 

  ●平成２９年度実績値 

    

 H２９対象者 H２９取得者 取得率 

男性職員 なし ― ― 

女性職員 １名 １名 １００％ 

 

 

【目標１－３】 

 

  ●平成２９年度実績値 

 

基礎（H２７実績） 目標日数 H２９実績 

１０日 １３日 １２日 

 

 

 

 

妻が出産する場合の休暇及び育児参加のための特別休暇について、５日以上の休

暇取得率を１００％とする。 

男性職員の育児休業の取得率を１５％以上、女性職員の取得率を１００％とする。 

年次休暇の取得日数を平成２７年実績（年間１０日）から３割以上増加し、年間

１３日以上とする。 
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２ 女性活躍推進法に基づく行動計画の内容・目標                   ・ 

 

【目標２－１】 

 

 ●平成２９年度実績値 

    

 H２９対象者 H２９取得者 取得率 

男性職員 なし ― ― 

女性職員 １名 １名 １００％ 

 

 

【目標２－２】 

 

  ●平成２９年度実績値・・・対象者なし 

 

 

【目標２－３】 

 

 ●平成２９年度実績値 

 

基礎（H２６実績） 目標時間 H２９実績 

１０時間／月平均 ９時間 １３時間 

 

男性職員の育児休業の取得率を１５％以上、女性職員の取得率を１００％とする。 

男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇について、５日以上の休暇取得

率を１００％とする。 

常勤職員の平均超過勤務時間を平成２６年度実績（月１０時間）から１割以上縮減

し、月９時間以下とする。 


